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EXPERT VIEW：【日系企業のための中国法令・政策の動き】 

 
今回は 2011 年 3 月下旬から 4 月上旬にかけて公布された法令をとりあげました。一部それ以前に公布され、 

公表が遅れたものを含んでいます。 

［規則］ 

○「輸入出版物注文者予約購入管理弁法」

（新聞出版総署令第 51 号、2011 年 3 月

25 日公布・施行） 

 

 

 

 

○「国家税務総局の納税者が自己生産貨

物販売と同時に建築業役務を提供する

関係税収問題に関する公告」（2011 年第

23 号、2011 年 3 月 25 日公布、同年 5 月

1 日施行） 

 

 

 

 

 

●「国家税務総局の非居住者企業所得税

管理の若干の問題に関する公告」（2011

年第 24 号、2011 年 3 月 28 日公布、同年

4 月 1 日施行） 

 

○「国家発展改革委員会の精製油価格の

引き上げに関する通知」（発改電［2011］

113 号、2011 年 4 月 6 日発布、同年 4 月

7 日実施） 

 

輸入出版物（書籍、新聞、定期刊行物、電子出版物）の取扱業

者と購入者に対する管理規則。在中国の外国の機構、外商投資

企業及び長期に業務・学習・生活をしている外国籍者が輸入出

版物を予約購入する場合は、所属単位の予約購入申請書また

は本人確認証明書により、新聞出版総署が認可または指定する

輸入取扱業者で手続きを行うこととされている。 

 

納税者が自ら生産した貨物を販売し、同時に建築業の役務を提

供する場合の増値税と営業税の扱いに関する公告。本来は貨物

販売にかかる増値税と役務提供にかかる営業税を別個に計算

するが、それができない場合は、主管税務機関が査定するとして

いる。また、貨物販売と建築業の役務提供を行う場合は、役務発

生地の主管地方税務機関に納税者所在地の国家税務機関が発

効した貨物生産に従事する単位または個人であることの証明書

を提出し、役務発生地の主管税務機関はそれをもって営業税を

計算、徴収するとしている。 

 

詳しくは下記の解説をご参照。 

 

 

 

 

今年 2 月 20 日に続くガソリンとディーゼル油の引き上げの通知。

ガソリンの小売の 高価格は 500 元、同じくディーゼル油は 400

元のアップ、卸売価格はそれぞれ小売価格から 高 300 元を控

除した水準となる。 

 

●非居住者企業の中国源泉所得課税に関する公告が出る 

 
国家税務総局から、非居住者企業の中国源泉所得についての企業所得税の税額計算、納税方法に関する

公告が出た。現地法人から親会社が利子、リース料、ライセンス料、保証料、配当利益を受け取る場合や、中国

企業から土地使用権譲渡代金、不動産賃貸料、出資持分譲渡代金を受け取る場合に適用される。 

主な内容は、次のとおり。 

 

１）利子、リース料、ライセンス料の受取が契約に定める期日と異なり、支払者（居住者企業）が当期費用に計上

し、年度納税申告書で税前控除を記載した場合、年度納税申告時に代理控除・納付する。期限に支払わず、

また当期費用に一括計上せず、資産原価または企業準備費用として計上し、各年度に費用控除を行う場合

は、当該資産の年度納税申告時に全額を代理控除・納付する。 
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２）中国国内企業、機構または個人が賃貸借、売買、貨物輸送、加工引受、リース、工事請負等の経済活動に

おいて、非居住者からの保証提供により保証料を支払う場合、非居住者企業が規定の税率（20％）で納付す

る。 

 

３）非居住者企業が中国国内に機構・場所を設立せずに中国国内の土地使用権を譲渡し、または機構・場所を

設立しているが土地使用権譲渡所得が無関係の場合、収入総額から課税基数を控除した残額を所得として、

源泉徴収義務者（被譲渡者）が譲渡代金支払時に代理控除・納付する。 

 

４）非居住者企業が中国国内の不動産を賃貸し、機構・場所を設立せずに日常管理を行う場合、賃貸収入の全

額を所得として借り手が毎回の支払時または賃貸借期間終了後の支払時に代理控除・納付する。非居住者

企業が中国国内に人員を派遣し、または中国国内のその他の単位または個人に日常管理を委託する場合は、

中国国内に機構・場所を設立したものとみなし、非居住者企業自身が申告・納付する。 

 

５）居住者企業が中国国内に機構・場所を設立していない非居住者企業に株式利息、配当等の権益性投資収

益を分配するときは、利益分配を決定した日に代理納付・控除する。実際の支払時期が利益分配の決定日よ

りも早い場合は、支払時に代理控除・納付する。 

 

６）非居住者企業が居住者企業に出資持分を直接譲渡し、持分譲渡契約で分割支払を約定したときは、契約が

発効し、かつ持分譲渡手続きが完了したときをもって収入の確定とする。国外投資者（非居住者企業）が二者

以上の省（市）が異なる居住者企業に対して持分を譲渡したときは、そのうちの 1 者を選択してその所在地の

主管税務機関に資料を提出してよい。主管税務機関の所在の省（市）の税務機関は他の省（市）の税務機関

と徴税か否かを協議、確定し、国家税務総局に報告する。徴税が確定した場合は、居住者企業それぞれの主

管税務機関に納税する。 

 

以上 

 

（本シリーズは、原則として隔週で掲載しています。） 

 

 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

国際事業本部 海外アドバイザリー事業部 

池上隆介 
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【経済】 
◆1‐3 月貿易赤字 10.2 億米ドル 4 半期での赤字は 7 年ぶり：税関総署が 10 日発表したデータによると、2011 年 1-3
月の輸出は前年同期比+26.5%の 3,996.4 億米ドル、輸入は同+32.6%の 4,006.6 億米ドル、貿易収支は▲10.2 億万米ド
ルとなり、2004 年 1-3 月以降 7 年ぶりに赤字に転じた。国際市場における大口商品の価格上昇に伴い、1-3 月の輸
入は過去 高を記録し、税関総署はこうした輸入の大幅な増加が貿易赤字に繋がったとしている。輸入のうち、加工
貿易によるものは前年同期比+20.9%の 1,074.0 億米ドルであったのに対し、一般貿易によるものは同+37.4%の 2,319.5
億米ドルと、伸び率が加工貿易を上回った。また、相手国別の輸出入総額では、EUが前年同期比+22.0%の 1,237.0 億
米ドルと 大、次いで米国が同+25.0%の 976.5 億米ドル、日本が同+27.1%の 807.8 億米ドル、ASEANが同+26.1%の
793.4億米ドルの順となっている。なお、3月単月では、輸出は前年同月比+35.8%の1,522.0億米ドル、輸入は同+27.3%
の 1,520.6 億米ドルで貿易黒字となっている。 

【産業】 

◆2010 年チェーンストア ランキング発表：中国チェーン経営協会
は 7 日、「2010 年チェーンストア・トップ 100」（売上高順）を発表し
た（右表参照）。同協会によると、2010 年のチェーンストア･トップ
100 社の総売上高は前年比 21.2%増の 1.66 兆元に上り、これは社
会消費財小売総額の 11%を占めるという。100 社の店舗総数は 15
万店に達し、2010 年の店舗増加率は、前年比約+20%のペースで
増加した過去 4 年間に比べると大幅に減速したものの、一店舗あ
たりの売上高は増加した。ランキング上位 5 社はすべて中国企
業、外資は 6 位の「康成」を始めとした 21 社がランクインした。同
協会は、2010 年の傾向について、中資より外資、スーパーより百 
貨店の発展が顕著であったと分析。また、2010 年は店舗の賃料で+30%、人件費で+15%のコスト増となったとも指摘し
た。今後については、内需拡大、消費促進の政策がチェーンストア経営の発展を推進するものと予測している。 

◆3 月自動車生産･販売台数 伸び率鈍化：中国自動車工業協会の 10 日の発表によると、3 月の自動車生産台数は
前年同月比+5.34%の 182.73 万台、販売台数は同+5.36%の 182.85 万台にとどまった。伸び率も昨年 3 月（生産：同
+57.6%、販売：同+55.8%）に比べて大幅に鈍化し、先月に続いて 2 ヶ月連続で 6%を下回った。車種別では、乗用車の生
産が 138.34 万台（同+6.45%）、販売が 134.76 万台（同 6.52%）、商用車の生産が 44.39 万台（同 2.05%）、販売が 48.09
万台（同 2.25%）となっている。同協会は減速の原因について、自動車購入税優遇策･農村部の自動車普及推進策･自
動車買い替え補助金制度の打ち切りや、燃料価格の上昇、一部都市の渋滞緩和の為の新車購入制限等を指摘する
と共に、東日本大震災が中国の自動車産業に及ぼす影響についても、今後、深い注意を払う必要があるとした。一
方、完成車の輸出は好調で、3 月の輸出台数は前年同月比+59.77%の 6.30 万台となった。 
【貿易･投資】 
◆「外商投資産業指導目録」改訂版の意見徴収稿発表：国家発展改革委員会、商務部等が共同で 2 日、「外商投資
産業指導目録」改訂版の意見徴収稿を発表した。4月30日まで一般から意見を募集する。「外商投資産業指導目録」
は外資企業の投資分野を奨励類、制限類、禁止類に分類し、具体的な産業名をリストにしたもので、前回の改訂は
2007 年に行われた。 

 
 

 
 

 

WEEKLY DIGEST 

人 民 元 の 動 き 

RMB レビュー＆アウトルック
清明節による連休から6日に取引が再開された人民元相場は6.5473で寄り付いた。中国人民銀行が対ドル基準値を 高値

に設定したこともあり、人民元は日中取引でも2005年7月の切り上げ後の 高値を連日更新する展開となり、8日には6.5350ま
で上昇し、高値圏で越週した。中国人民銀行が、国内債券市場の海外金融機関への開放を進める意向を示したことも、人民
元の上昇観測を強めた模様と言える。中国人民銀行は5日、昨年10月以降で4度目となる預金および貸出基準金利の引き上
げを発表したが、未だに実質金利（＝貸出基準金利－CPIの伸び）がマイナスである状態は解消しておらず、今後も金融引き
締め政策が継続されるだろう。15日に発表される消費者物価指数上昇率（3月）は、前年比プラス5%を上回る見通しとなってい
る中、今週も中国当局が、インフレ抑制に軸足を置き、人民元の上昇を容認するものと考えられる。この為、人民元は緩やか
ながら 高値を更新する展開を予想する。（4月11日作成）       （市場営業部 為替営業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業ﾗｲﾝ）  

当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては、すべてお客様御自身でご判断下
さいますよう、宜しくお願い申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当行はその正確性を保証するものではありま
せん。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。また、当資料は著作物であり、著作権法により保護されております。


